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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
口唇で銜えて顔面筋を鍛錬するための顔面筋鍛錬具であって、
　長尺状に形成した弾性変形可能な撓み部と、その撓み部の中央に設けられ、口唇によっ
て銜えられる銜持部とを備え、
　前記銜持部を前記撓み部の縁部の外側に配置した顔面筋鍛錬具。
【請求項２】
前記撓み部の両端にウェイト部を設けた請求項１に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項３】
前記撓み部を板バネによって構成した請求項２に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項４】
前記銜持部を前記板バネに固定した請求項３に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項５】
前記銜持部を、前記板バネに固定したコアと、そのコアの外側に着脱されるマウスピース
とにより構成した請求項４に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項６】
前記コアの外周面とマウスピースの内周面との少なくとも一方に、摩擦係数を小さくする
加工を施した請求項５に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項７】
前記コアの外周に開放部を形成した請求項５に記載の顔面筋鍛錬具。
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【請求項８】
前記マウスピースの口唇によって銜えられる部分を、ウェイト部の幅端を結ぶ線より外側
に配置した請求項５に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項９】
前記ウェイト部にウェイトが着脱される請求項８に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項１０】
前記ウェイトは、前記被覆部に形成された保持孔に着脱される請求項９に記載の顔面筋鍛
錬具。
【請求項１１】
前記保持孔の内周面とウェイト外周面との少なくとも一方に、摩擦係数を小さくする加工
を施した請求項１０に記載の顔面筋鍛錬具。
【請求項１２】
前記板バネの端部に板バネのエッジを覆う保護ピースを設けた請求項３に記載の顔面筋鍛
錬具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体の顔面における表情筋等の顔面筋を鍛錬することに用いられる顔面筋鍛
錬具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の顔面筋鍛錬具としては、例えば特許文献１に開示される構成が提案され
ている。特許文献１の顔面筋鍛錬具は、細長い板バネよりなる帯状の弾性板を備えている
。弾性板の長さ方向の中央には、口唇によって銜えられる銜持部が設けられている。弾性
板の両端には、一対のウェイト部が固定されている。銜持部を口唇により銜えた状態で、
両ウェイト部は板バネを介して上下に揺動される。このようにすると、両ウェイト部の揺
動に対する反力等が銜持部に負荷として伝達されて、表情筋等の顔面筋が鍛えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】意匠登録第１２２３２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、従来の顔面筋鍛錬具においては、銜持部が弾性板上に設けられている。この
ため、使用者は、弾性板を銜えることになり、使用者の上下の唇間に弾性板が位置するこ
とになる。この状態では、弾性板が銜持部とともに口唇によって安定状態で銜えられ、ウ
ェイト部の荷重が、顔面筋を鍛錬に対する負荷として効果的に作用しない。よって、顔面
筋に対する優れた鍛錬効果を得るには不十分であった。
【０００５】
　本発明の目的は、顔面筋に対する優れた鍛錬効果を得ることができる顔面筋鍛錬具を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するため、本発明の第一の態様によれば、長尺状に形成した弾性変
形可能な撓み部と、その撓み部の中央に設けられ、口唇によって銜えられる銜持部とを備
え、前記銜持部が前記撓み部の縁部の外側に配置されている。
【０００７】
　使用者は、顔面筋鍛錬具の使用時に、銜持部を口唇により銜えた状態で、弾性板を介し
てウェイト部を上下に揺動させる。すると、ウェイト部の揺動に対する反発力が銜持部に
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伝達されて、表情筋等の顔面筋が鍛えられる。また、この顔面筋鍛錬具によれば、銜持部
が、前記撓み部の縁部の外側に配置されている。このため、顔面筋鍛錬具が、片持ち状態
で口唇に銜えられる。これにより、ウェイト部を含む撓み部の荷重が顔面筋に対する負荷
として効果的に作用し、顔面筋を有効に鍛えることができる。
【０００８】
　上記の顔面筋鍛錬具において、撓み部を板バネによって構成することが好ましい。この
構成によれば、板バネの弾性力を利用して、有効な鍛錬効果を実現できる。
【０００９】
　上記の顔面筋鍛錬具において、銜持部を板バネに固定したコアと、そのコアの外側に着
脱されるマウスピースとにより構成することが好ましい。この構成によれば、口唇の形状
等に応じて、適切な形状のマウスピースを使用できる。
【００１０】
　上記の顔面筋鍛錬具において、ウェイト部を板バネの両端に設けることが好ましい。こ
の構成によれば、ウェイト部の荷重によって、板バネを適切に撓ませることができ、有効
な鍛錬効果を実現できる。
【００１１】
　上記の顔面筋鍛錬具において、ウェイト部にウェイトが着脱されることが好ましい。こ
の構成によれば、使用者に合う適切な重さのウェイトを用いることができる。
【００１２】
　上記の顔面筋鍛錬具において、ウェイトの幅端を結ぶ線の外側に、銜持部の口唇をあて
がう部分を設けることが好ましい。この構成によれば、顔面鍛錬具を片持ち状態で銜える
ことができ、有効な鍛錬効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態の顔面筋鍛錬具を示す平面図。
【図２】顔面筋鍛錬具の断面図。
【図３】顔面筋鍛錬具の斜視図。
【図４】顔面鍛錬具の部分断面図。
【図５】弾性板の平面図。
【図６】銜持部の縦断面図。
【図７】銜持部の分解断面図。
【図８】マウスピースの斜視図。
【図９】銜持部の横断面図。
【図１０】ウェイト部の分解断面図。
【図１１】ウェイトの斜視図。
【図１２】保護ピースの斜視図。
【図１３】顔面筋鍛錬具の使用状態を示す斜視図。
【図１４】本発明の第２実施形態の顔面筋鍛錬具の平面図。
【図１５】顔面筋鍛錬具の正面図。
【図１６】顔面筋鍛錬具の第１の変更例を示す部分斜視図。
【図１７】顔面筋鍛錬具の第２の変更例を示す部分斜視図。
【図１８】顔面筋鍛錬具の第３の変更例を示す部分斜視図。
【図１９】顔面筋鍛錬具の第３の変更例を示す縦断面図。
【図２０】顔面筋鍛錬具の第４の変更例を示す部分斜視図。
【図２１】顔面筋鍛錬具の第５の変更例を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１実施形態）
　以下に、顔面筋鍛錬具の第１実施形態を図１～図１３に従って説明する。尚、顔面筋鍛
錬具を説明するに際し、使用者の顔側を前方とする。



(4) JP 5632117 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

【００１５】
　図１～図３に示すように、顔面筋鍛錬具２０は、細長い板状の撓み部２１を備えている
。撓み部２１の長さ方向の中央には、口唇によって銜えられる断面円形状の銜持部２４が
突設されている。撓み部２１の両端には、ウェイト部２５が設けられている。銜持部２４
は、両ウェイト部２５の重心を通る直線２６１から前方に変位して配置されるとともに、
撓み部２１における使用者の顔側の前縁２１１から外側の前方に突出されている。
【００１６】
　図２，図４及び図５に示すように、撓み部２１は、鋼製の板バネよりなる細長い弾性板
２２を備えている。弾性板２２は、直線帯状を有している。弾性板２２の長さ方向の中央
には、コア２７が固着されている。コア２７は、弾性板２２の長さ方向と直交する方向に
向かって、弾性板２２から前方の外側へ突出している。弾性板２２略全体及びコア２７の
基端部は、被覆材２３によって被覆されている。コア２７は、ポリカーボネート・アクリ
ルニトリル・ブタジエン・スチレン混合（ＰＣ／ＡＢＳ）樹脂よりなる。被覆材２３はポ
リカーボネイト（ＰＣ）樹脂よりなる。コア２７は、被覆材２３より硬質である。弾性板
２２には、コア２７の成形時にコア２７を構成する合成樹脂の進入を許容して、弾性板２
２に対するコア２７の移動を防止するための切欠２２１と、被覆材２３の成形時に被覆材
２３を構成する合成樹脂の進入を許容して、弾性板２２と被覆材２３との相対移動を防止
するための孔２２２とが形成されている。このため、弾性板２２とコア２７及び被覆材２
３との間の相対移動が防止されている。
【００１７】
　図３、図６～図９に示すように、コア２７は、図６及び図７の下側を開放した中空状の
突出部２７２を有している。突出部２７２の内部には、突出部２７２の変形を少なくする
ためのリブ２７３が形成されている。突出部２７２の外側には、マウスピース２８が着脱
される。突出部２７２の下側が開放されているため、突出部２７２とマウスピース２８と
の接触面積が小さくなって、マウスピース２８の着脱の際の摩擦抵抗が小さくなる。従っ
て、マウスピース２８の着脱が容易になる。突出部２７２は上側が開放されても、上下両
側が開放されても、または左右方向の一側あるいは両側が開放されてもよく、さらには、
突出部２７２の外周に環状の凹部を形成することにより全周が開放されていてもよく、外
周面が開放されていれば、コア２７とマウスピース２８との間の接触面積が小さくなって
、マウスピース２８の着脱時の摩擦抵抗は小さくなる。
【００１８】
　マウスピース２８は、コア２７より柔軟であり、弾力性を有するゴム材によって形成さ
れている。コア２７とマウスピース２８とにより、銜持部２４が構成されている。突出部
２７２の外周面には、凹部と凸部とよりなる抜け止め２７１が形成されている。マウスピ
ース２８の内周面には、抜け止め２７１と凹凸の関係で対応する抜け止め２８１が形成さ
れている。突出部２７２の外周面及びマウスピース２８の内周面の少なくとも一方には、
梨地等の粗面加工が施されている。これにより、コア２７にマウスピース２８を着脱する
際に生じる摩擦抵抗が小さくなる。
【００１９】
　マウスピース２８の外周面には、口唇によって銜えられる第１窪み２８２が形成されて
いる。この第１窪み２８は被覆材２３の前縁，すなわち撓み部２１の前縁２１１から外側
に離れている。マウスピース２８の外周面の先端には、舌先をあてがうことが可能な第２
窪み２８３が形成されている。マウスピース２８の先端面は、球状面２８４である。第１
実施形態では、高さや径、あるいは硬さ等の異なった複数のマウスピース２８が用意され
、使用者の口の大きさや形等に応じて適当なマウスピース２８が選択される。
【００２０】
　図３，図１０及び図１１に示すように、被覆材２３の両端は、他の部分より厚く形成さ
れている。被覆材２３の両端には、楕円形状の保持孔２９が形成されている。保持孔２９
には、楕円形状のウェイト３０が着脱される。両ウェイト部２５は、被覆材の２３の厚く
なった部分と、ウェイト３０とによって構成されている。図１に示すように、マウスピー
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ス２８の第１窪み２８２は、両ウェイト部２５の幅端間を結ぶ直線２６２よりも外側に位
置している。
【００２１】
　ウェイト３０を保持孔２９内で保持するために、保持孔２９の内周面は、断面山形状に
形成されている。また、ウェイト３０の外周面は、保持孔２９の内周面が嵌るように断面
谷状に形成されている。保持孔２９の内周面及びウェイト３０の外周面のいずれか一方ま
たは両方には、梨地等の粗面加工が施されている。これにより、保持孔２９にウェイト３
０を着脱する際に生じる摩擦抵抗が小さくなる。また、保持孔２９の片側の端部には、突
起２９１が形成されている。更に、ウェイト３０の片側の端部には、突起２９１が嵌合可
能な凹部３０１が形成されている。突起２９１と凹部３０１との嵌合により、弾性板２２
の撓み時にウェイト３０が保持孔２９内から脱落しにくくなる。突起２９１及び凹部３０
１は、それぞれ保持孔２９及びウェイト３０の両端に形成されていてもよい。あるいは、
保持孔２９の内周面とウェイト３０の外周面との間の摩擦力によってウェイト３０を保持
できるであれば、突起２９１及び凹部３０１は設けられなくてもよい。
【００２２】
　ウェイト３０は、ケース３０２と、ケース３０２内に収納された金属材３０３とにより
構成されている。第１実施形態では、金属材３０３の大きさや金属材３０３の材質の違い
により重さの異なる複数のウェイト３０が用意されている。使用者は、任意の重さのウェ
イト３０を選択し、選択されたウェイト３０を保持孔２９に取り付ける。ケース３０２は
、被覆材２３より硬質の合成樹脂によって形成されている。
【００２３】
　図３、図１２及び図１３に示すように、弾性板２２の両端のそれぞれには、硬質のＰＣ
樹脂よりなる保護ピース４１が１つずつ取付けられている。保護ピース４１により、弾性
板２２の両端のエッジが覆われている。これにより、エッジを起点とした応力によってエ
ッジの部分で被覆材２３が折れたり、被覆材２３に亀裂等が生じたり、外力によって弾性
板２２の自由端のコーナが曲がったりすることが防止される。保護ピース４１は、被覆材
２３の厚くなっている両端において、被覆材２３の成形終了時における合成樹脂の収縮を
少なくする。
【００２４】
　図４、図１０、図１２、図１３に示すように、各保護ピース４１は、突起４１１と孔４
１２とを有している。一方の保護ピース４１の突起４１１が、弾性板２２の孔２２４を通
って他方の保護ピース４１の孔４１２に嵌合されている。このことによって、両保護ピー
ス４１が、弾性板２２を挟んで相互に連結される。保護ピース４１の表面には、凸部４１
３が形成されている。保護ピース４１は、凸部４１３を除いて、被覆材２３内にモールド
されている。凸部４１３は、被覆材２３と同一表面を形成するように被覆材２３の表面に
露出している。露出した凸部４１３は、デザイン上のアクセントとなっている。
【００２５】
　次に、前記のように構成された顔面筋鍛錬具２０の作用を説明する。
【００２６】
　使用者は、顔面筋鍛錬具２０を使用する場合、図７に示すように、コア２７の突出部２
７２に銜えやすい大きさを有するもの等、任意のマウスピース２８を取り付ける。それと
ともに、使用者は、図１０に示すように、両ウェイト部２５の保持孔２９に、任意の重さ
のウェイト３０を取り付ける。この状態で、図１３に示すように、使用者は、銜持部２４
を歯で銜えることなく、銜持部２４の第１窪み２８２を口唇で銜える。この状態で、使用
者は顔を上下に往復動させる。このようにすると、撓み部２１を介して両ウェイト部２５
が上下に揺動されると共に、その揺動の反発力が銜持部２４に伝達される。このとき、ウ
ェイト部２５の荷重による負荷や撓み部２１の反発による負荷等が、口唇及び口唇の周囲
の表情筋等の顔面筋に作用する。これによって、顔面筋が鍛えられる。
【００２７】
　この場合、図１に示すように、銜持部２４の第１窪み２８２が、撓み部２１の前縁２１
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１が前方の外側に突出して配置されている。このため、顔面筋鍛錬具２０が、片持ち状態
で口唇に銜えられる。これにより、口唇に対する荷重負担が大きくなる。従って、ウェイ
ト部２５の荷重が顔面筋に対する負荷として効率良く作用して、顔面筋が効果的に鍛えら
れる。
【００２８】
　また、顔面筋鍛錬具２０を異なった使用者が使用する場合、コア２７上のマウスピース
２８を、別の使用者に適したマウスピース２８に交換すればよい。これにより、口の大き
さや形が異なる使用者であっても、顔面筋鍛錬具２０のマウスピース２８以外の本体部分
を共用することができる。
【００２９】
　さらに、使用者の体調，顔面筋の強さや鍛錬度合い等に応じて、ウェイト部２５の重さ
を任意に変更できる。この場合、ウェイト部２５の保持孔２９内のウェイト３０を、重さ
の異なる別のウェイト３０に交換すればよい。
【００３０】
　以上のように、第１実施形態の顔面筋鍛錬具２０は、口唇によって銜えられる銜持部２
４が撓み部２１の前縁２１１から前方の外側に突出している。このため、顔面筋鍛錬具２
０が、片持ち状態で口唇に銜えられる。これにより、ウェイト部２５の荷重が、口唇，即
ち顔面筋に対する負荷として効率良く作用する。こうして、顔面筋を有効に鍛えることが
できる。
【００３１】
　弾性板２２が、板バネによって構成されている。この構成によれば、板バネの弾性変形
を利用して、ウェイト部２５を効果的に揺動させることができる。よって、高い鍛錬効果
を発揮できる。
【００３２】
　ウェイト３０を交換することにより、ウェイト部２５の重さを調節できる。このため、
体調や鍛錬度合いに応じて、顔面筋に対する負荷度合いを任意に変更することもできる。
【００３３】
　弾性板２２は、被覆材２３により被覆されている。このため、弾性板２２の錆を防止で
きるとともに、良好なデザインを得ることができる。
【００３４】
　銜持部２４は、断面円形の突起状に形成されている。このため、使用者は、銜持部２４
を銜えやすい。これに対し、銜持部が板状をなす場合、使用者にとって銜えにくいことも
ある。
【００３５】
　銜持部２４が、被覆材２３に形成されたコア２７と、コア２７に着脱されるマウスピー
ス２８とにより構成されている。このため、大きさ等の異なる複数のマウスピース２８を
用意することにより、使用者の口の大きさ等に応じて、適切な大きさのマウスピース２８
を使用することができる。
【００３６】
　コア２７は、下側を開放した中空状に形成されている。このため、コア２７とマウスピ
ース２８との間の摩擦力が小さくなり、マウスピース２８の着脱が容易である。
【００３７】
　ウェイト部２５は、被覆材２３に形成された保持孔２９と、保持孔２９に着脱されるウ
ェイト３０とより構成されている。このため、重さの異なる複数のウェイト３０を用意し
て、任意のウェイト３０を保持孔２９に着脱することができる。これにより、鍛錬度合い
等に応じて、ウェイト部２５の重さを簡単に調節することができる。
【００３８】
　コア２７にはマウスピース２８を介して使用者から力が加えられる。これに基づき、弾
性板２２がコア２７を支点にして撓み運動を繰り返す。この場合、コア２７が硬質樹脂に
よって形成されているため、ほとんど変形されない。従って、使用者の力がコア２７を介
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して弾性板２２及びその両端のウェイト部２５に直接的に伝わるため、使用者は顔面鍛錬
具２０を意のままに操作できる。コア２７は充分な剛性と強度を有するため、高い強度を
有し、多数回の使用に耐えることができる。
【００３９】
　（第２実施形態）
　次に、顔面筋鍛錬具２０の第２実施形態を第１実施形態と異なる部分を中心に図１４及
び図１５に従って説明する。
【００４０】
　図１４及び図１５に示すように、撓み部２１は、弾性板２２を備えると共にアングル状
に形成されている。銜持部２４は、弾性板２２のコーナ部２２３に配置されている。銜持
部２４は、被覆材２３の上下両面から突出されている。図１４に示すように、銜持部２４
は、撓み部２１の前縁２１１から前方の外側に突出するとともに、両ウェイト部２５の重
心を結ぶ直線２６１及び両ウェイト３０の幅端を通る直線２６２から前側に変位して配置
されている。
【００４１】
　第２実施形態によれば、銜持部２４が、弾性板２２のコーナ部２２３に配置されている
。このため、弾性板２２が直線状である第１実施形態とは異なり、銜持部２４を弾性板２
２上から突出させる必要がない。つまり、銜持部２４を、アングル状の弾性板２２のコー
ナ部２２３に直接設ければよい。よって、銜持部２４の構造を簡略化することができる。
【００４２】
　ウェイト部２５は、アングル状をなす弾性板２２の両端にそれぞれ１つずつ設けられて
いる。このため、ウェイト部２５は、銜持部２４から前方へ大きく離れている。従って、
顔面筋に対するウェイト部２５の負荷が大きくなり、鍛錬をより効果的に行なうことがで
きる。
【００４３】
　弾性板２２がアングル状に形成されているため、顔面筋鍛錬具２０の左右方向の幅を小
さくすることができる。よって、顔面筋鍛錬具２０の小型化が可能となる。
【００４４】
　（変更例）
　第１及び第２実施形態を、図１６～図２１に示すように変更してもよい。これらの例に
おいては、いずれも、銜持部２４は撓み部２１の前縁２１１から前方の外側に突出されて
いる。
【００４５】
　図１６に示す構成では、ほぼ円板状をなす左右一対の銜持部２４が、被覆材２３に形成
されている。銜持部２４は、被覆材２３の上面中央から前方に突出している。このように
構成すれば、銜持部２４を安定して銜えることができる。
【００４６】
　図１７に示す構成では、平板状をなす上下一対の銜持部２４が、被覆材２３に形成され
ている。銜持部２４は、被覆材２３の上下両面の中央から前方に突出している。上銜持部
２４の先端上面及び下銜持部２４の先端下面には、口唇によって銜えられる窪み部２４１
が形成されている。このように構成しても、銜持部２４を安定して銜えることができる。
また、このように構成すれば、銜持部２４が上下方向に撓むため、上下の銜持部２４間の
間隔は、口の大きさや銜える力によって適切に変化することができる。また、銜持部２４
の弾性変形を利用することにより、使用者に対してさらなる負荷を与えることができる。
【００４７】
　図１８及び図１９に示す構成は、図１７の構成に類似している。この構成によれば、上
銜持部２４の先端上面及び下銜持部２４の先端下面には、口唇によって銜えられる広めの
窪み部２４１が形成されている。このように構成しても、銜持部２４を安定して銜えるこ
とができる。また、下銜持部２４には、口中に挿入されて銜持状態を安定させるための突
片２３１が形成されている。従って、このように構成すれば、図１７の構成と同様に、銜
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た、銜持部２４の弾性変形を利用することにより、使用者に対してさらなる負荷を与える
ことができる。また、突片２３１の下面に舌先を当てながら顔面筋鍛錬具を揺動させるこ
とにより、顎舌骨筋等の舌骨筋を鍛錬できる。
【００４８】
　図２０に示す構成では、銜持部２４が、球体状のコア２７と、球面袋状のマウスピース
２８とより構成されている。コア２７は、被覆材２３の前面中央から突出され、マウスピ
ース２８は、コア２７に対して着脱される。
【００４９】
　第１及び第２実施形態において、銜持部２４を被覆材２３に対して一体形成してもよい
。
【００５０】
　顔面筋鍛錬具２０からウェイト３０を省略してもよい。具体的には、被覆材２３の両端
を大きくあるいは厚くし、または面積を大きくかつ厚くして、ウェイト部２５を被覆材２
３と一体に形成してもよい。面積を大きくした構成では、ウェイト部２５の揺動によって
、ウェイト部２５が大きな空気抵抗を受ける。この場合、空気抵抗が口唇に対する負荷に
なるため、有効な鍛錬効果を得ることができる。
【００５１】
　第２実施形態において、銜持部２４を第１実施形態と同様な構成にしてもよい。
【００５２】
　図２１に示すように、顔面筋鍛錬具２０から弾性板２２を被覆する被覆材２３を省略し
てもよい。この場合、合成樹脂よりなる銜持部２４が弾性板２２に直接固定される。また
、ウェイト部２５を構成する合成樹脂製のウェイト３０を弾性板２２に直接固定してもよ
い。この場合、銜持部２４やウェイト３０は、ネジを用いて弾性板２２に固定してもよい
。また、ウェイト３０は、金属材のみによって構成してもよい。
【００５３】
　ウェイト部２５にウェイト３０を設けることなく、ウェイト３０に代えて、弾性板２２
の端部が所要重量となるように、弾性板２２の端部を巻回したり、折り曲げたり、大面積
にしたりして構成してもよい。
【００５４】
　銜持部２４のマウスピース２８は、その外周面が単純な円筒形状であってもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　２１…顔面筋鍛錬具、２２…弾性板、２２２…コーナ部、２３…被覆部、２４…銜持部
、２５…ウェイト部、２６…重心位置としての直線、２７…取付部、２８…マウスピース
、２９…保持孔、３０…ウェイト。
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